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内容梗概 

 本研究は、複数の処方せんによって、同一薬効群の医薬品が同一患者に投与日を重複して投与される実

態を、2011年1年分の電子レセプトの10%を分析したものである。重複日が4日以上の場合、不使用になる

可能性があるとしてその薬剤費を算定すれば、25億7千万ウォンとなり、分析対象患者の総薬剤費の0.3%

である。全患者に換算すれば260億ウォンと推定される。 

さらに重複処方薬剤の上位薬効群には、厳密な管理が必要な消化器官用薬、血小板凝集抑制剤、精神神

経用剤も含まれている。 

 医療費の無駄の排除と共に、安全な医療の実現に、電子レセプトデータが活用されている研究例で

ある。（訳者記  2013-3-25） 

 
 

1.研究の背景と目的 
処方された医薬品が不使用(unused)にならないように努めることは、医薬品を合理的に使用するた

めに重要である(Grand など、1999; Almarsdottir など、2005)。しかし、処方された医薬品のう
ち、捨てられて使われない医薬品の種類や規模を確認するには限界がある。 

不使用医薬品(unused drug)に関する海外研究としては、薬局で回収した医薬品を調査して、規模と
種類を把握したものがある(Ekedahl A.、2006; Mackridge、1999; Langley、2005)。しかし、全地域
を対象とした調査は困難なので代表性が不足しており、患者が捨てた医薬品までは含まれない。正確
な規模の推定は難しい(Coma など、2008)。本研究は健康保険審査請求データを利用して不使用医薬品
の規模を、処方期間が重複した場合は不使用医薬品が発生すると仮定し、重複する医薬品の薬効群の
特徴と規模を推定した。 

 

2.研究対象及び方法 
 
가. 分析対象 
 

発生する不使用可能医薬品を確認するために、2011年の１年間に2回以上処方を受けた患者のうち、
無作為に10%を選別して処方を分析した。処方内訳が給与薬品(専門医薬品/一般医薬品)の場合を分析
対象とし、投与期間が不明確なものや、外用剤(軟膏、眼薬など) は除外した。処方せんはEDIによる
請求だけとし、分析対象患者が分析期間中に1回でも医療給与（訳者注：生活保護）対象者であった場
合は、医療給与対象者に分類し、それ以外は健康保険対象者に分類した。 

 

나. 不使用可能医薬品の定義 

類似した効能を持った医薬品の処方期間が重複する場合、患者は使用せずに捨てる可能性がある。
本研究では、医薬品の投与有効期間の終了前に同一効能群の薬剤の再投与を受けた場合、先に処方を
受けた医薬品を、不使用可能医薬品と定義した。詳細基準を次のように定めた。 

 

1) 処方期間重複の発生 

処方期間重複は一人の患者が連続して医療を利用する場合に発生する。医療の利用は異なる医療機
関を利用する場合はもちろん、同一医療機関でも発生する。本研究では同一医療機関の同一診療科で
発生した処方期間重複は患者の状況や疾病状態などを考慮して医師の適切な判断の下に処方されたと
判断して分析対象とはせず、不使用可能医薬品は異なった医療機関で処方された場合、同一医療機関
では異なった診療科で処方された場合を対象とした。 
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2) 同一効能群の定義 

処方期間が重複した処方で患者が同一のある症状の寛解のために処方を受けた場合、同一成分ある
いは同一医薬品の処方を受ける場合より、同一効能を持った類似薬の処方を受ける可能性が高い。と
くに疾患が相互に異なる場合にも、類似の効能を持った消化剤、鎮痛剤などの処方を受
ける可能性があり、患者が同一効能群の薬を認知しにくいための問題である。 

不使用可能医薬品は類似の効能を持った同一効能群の薬の処方期間が重複する場合に発生すると仮
定した。同一効能群は化学構造及び作用基準の類似性によって等しい薬効を現わすと期待される成分
の組み合わせで、世界保健機構(WHO)で開発された国際医薬品分類コード（ ATC分類）を利用し、個別
成分より１段階上位の ATC 4段階で定義した。 
 

3) 重複投薬日数の定義 

分析対象処方の処方期間の重複分布は 3日以内の場合が 75%を占めている。3日以内の処方期間重複
は、週末の受診などに生じる一般的な診療行態とみなし、 4日以上の処方期間が重複した場合に不使
用の可能性が発生するとした。 

要約すれば、連続した処方せんが異なる医療機関で発生する場合、または同一医療機関の異なった
診療科で発行する場合で、２つの処方せんの医薬品が同一効能群(ATC4段階)に属するもので、処方期
間が 4日以上重複した場合の、先に処方された医薬品を不使用可能医薬品と定義した。 

 

3.分析結果 

分析対象の全処方せんのうち、１日以上処方期間が重複する処方せんは 0.9%であった。そのうち重
複期間が 4日以上である不使用可能医薬品の処方は 0.2%であった。不使用可能医薬品の比重は健康保
険患者の場合、処方せんの 0.2%であるが医療給与患者は 0.6%を占めている。 

表1 表１ 分析対象医薬品中 処方期間が重複した医薬品の比率（単位：件、日） 

制度区分 
分析対象医薬品 

総処方件数 

処方期間重複日数 

1－3日 4日以上（不使用が可能な医薬品） 

処方件数（％） 処方件数（％） 総重複日数 平均重複日数 

全体      

健康保険      

医療給与      

注：％は全体医薬品処方件数対比の比率を示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注:%は全体医薬品処方件数対比の割合を示す。 

医療給与患者の医薬品処方せんは全体の 6.1%であるが、不使用可能医薬品の処方せん数と総重複日数
は全体発生件数の15%を占めている。医療給与患者の不使用可能医薬品発生比率はさらに高くなっている。 

 

가.  不使用可能医薬品の薬効群別特徴 
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不使用可能医薬品発生規模が大きい薬効群(ATC 4段階)を調べるためにすべての重複日数基準で上
位から10種の薬効群を確認した(表2)。 

上位の10薬効群に含まれる医薬品の重複処方日数の合計は、全体の総重複処方日数の78.4%を占めて
不使用可能医薬品は特定の薬効群に集中していることが確認できた。 

 

表２ 不使用可能医薬品の薬効群(ATC４段階)別処方分布 

薬効群 
全体処方件 不使用可能医薬品 

処方件数 平均処方日数 重複処方件数(%) 1-3日 平均重複処方件数 平均処方日数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上位薬効群には胃腸器官運動調節剤、胃酸関連疾患治療剤など多数の消化器官用薬が含まれており、
高血圧、高脂血症などの慢性疾患治療剤と脳梗塞、心筋梗塞の予防または治療後の療法で使用される
血小板凝集抑制剤も含まれていることが分かった。この外にも総重複日数上位 10位中には患者が投薬
に適切な管理を受けない場合は副作用の危険に晒される精神神経用剤も含まれている。 

重複処方日数が最も長い ATC4段階薬効群は B01AC(platelet aggregation inhibitors 
excl.heparin)であるが、重複件数は相対的に多くはないが、平均重複日数が26.8日で最も長かった。
重複した医薬品の平均処方日数は、全体の総処方された医薬品の平均処方日数より概して長いことが
分かった。とくに A03FA(propulsives)、A02BA(H2-receptor antagonists)、A02BX(other drugs for 
peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)) など消化器官用薬の場合、全処方せ
んの平均投薬日数は 7.5～9.9日であるが、処方期間が重複した医薬品の平均投薬日数は26.3～33.3
日でその差は大きかった。 

 

1) 薬効群別主成分分布  

総処方重複日数の上位５種のATC 薬効群分類に対する不使用可能医薬品の主成分分布を調べた(表
3)。 
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各薬効群で処方重複件数を基準上位5主成分について確認した結果、上位 5薬効群はすべて2～3種の
主成分が全体重複件数及び重複日数に占める比重が 50～80%にのぼる。とくに C08CA(dihydropyridine 
derivatives) 薬効群内では amlodipineに該当する薬効群内に重複処方件数の 69.7%を占めて、重複
処方と最も関連が高いことが判明し、平均重複日数は 16.2日～25.5日で他の薬効群に比べて長かった。 

 

表３ 不使用可能医薬品の薬効群（ATC4段階）別主成分分布 

薬効群 主成分 処方件数（％） 重複日数（％） 平均重複日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 薬効群別傷病分布 

総重複日数基準の上位５種の薬効群別処方せんの傷病分布を確認した(表4)。傷病分類基準は療養機
関で請求する傷病コード(ICD-10)を利用した統計庁の韓国標準疾病死因分類を基準にした、各効能群
の重複件数上位 5種の中分類傷病を提示した。上位 10薬効群の主傷病分布をよく見た結果、
大部分の薬効群で重複件数基準上位 5位内に多頻度慢性疾患である高血圧疾患
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(I10-I15)と糖尿病(E10-E14)を含むことが分かった。 

長期処方はそれ自体で不使用可能医薬品を発生するものではないが、処方期間が長くて投与を受け
た薬を患者が長期の保管が必要で、他の疾患あるいは症状の変化によって類似効能群の医薬品の処方
を受けることになるので、不使用可能医薬品の発生可能性を高めることになる。 

 
表4.不使用可能医薬品の薬効群(ATC 4段階)別の中分類傷病分布 

薬効群 中分類傷病 重複件数（％） 重複日数（％） 平均重複日数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

偶発的及び発作的障害(G40-G47) 
注:%は全体医薬品処方件数対比の割合を現わす。 

 

3) 患者年齢 

患者の年令によって主疾患が異なるために医薬品の処方日数、処方医薬品などが相違することがあ
る。患者の年齢分布によって分類して各年齢群の総重複日数上位薬効群をよく調べると、最も大きな
差異があると予想される小児と老人を中心に分析した。 
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小児では全体年齢区分の結果とは異なり、薬効群間の平均重複日数が 4.2日～6.6日と概して短くて
相違が少なく、総重複処方日数に最も影響を及ぼす要因としては重複処方発生件数であることが把握
された。医薬品の平均処方日数は全体年齢帯と同様に、重複した医薬品で全体の処方された医薬品よ
り 2倍から 5倍までさらに長いことが分かった。 

65歳以上の老人の場合、全体の総重複日数対比で占める比率が 60.0%で、患者数対比大きい比率を
占めた。上位 10種の薬効群の構成も全体患者対象分析結果と等しかったし、総重複日数上位 10種薬
効群とその比率、平均重複日数及び平均処方日数の傾向が全体患者での結果と類似している。 

 

다. 不使用可能医薬品の中で管理が必要な薬剤 

医薬品の中には患者安全性の理由で細心の管理が必要な薬剤が存在する。本研究では処方期間重複
医薬品の中で麻薬性鎮痛剤と全身用ステロイド剤及び精神神経系統に作用する薬剤を分類して確認し
た。 

 

1) 精神神経用剤 

中枢神経系に直接的に作用する薬物は処方時に投与量及び投薬期間のモニタリングが必要だが、不
使用可能医薬品の中に総重複日数基準上位に N05BA(benzodiazepine derivatives)、
N05CF(benzodiazepine related drugs)、N06AA(non-selective monoamine reuptake inhibitors)、N06AX 
(other anti-depressants)などの薬効群が含まれている。 

精神神経用剤の中の N05BA(benzodiazepine derivatives)は総重複日数基準上位 4位にあたる(表
２)。睡眠及び不安障害に使われる代表的な精神神経用剤である benzodi-azepine 系列薬物の
場合、老人患者に眩気症とうわごとを誘発し、病床から落ちる危険を高め(The American Geriatrics 
Society 2012 Beers Criteria Update Panel、2012)、食品医薬品安全庁では薬物依存性に対する憂慮
とともに使用量及び長期服用そして突然の薬物服用中断に対して留意を促している。それでも食道、
胃及び十二指腸の疾患(K20-K31)(14.7%)、高血圧疾患(I10-I15)(13.9%)などを主傷病に持つ処方せん
で平均 10日ほどの処方期間を重複して処方されており、重複処方期間が最大 100日に至り、該当処方
に対して安全な管理がとてもできる状態でないことが確認された。 

不眠症治療に使われる N05CF(benzodiazepine related drugs)と代表的な抗抑うつ剤 
N06AA(non-selective monoamine reuptake inhibitors) も老人患者に留意して処方しなければならな
いが、処方期間が重複した事例が少なくないことが判明した。 

 

2) 萆麻薬性鎮痛剤 

Tramadol などの萆麻薬性鎮痛剤は一般鎮痛剤とは違い愼重な投与と管理が必要な薬剤であるにも
かかわらず、ATC 4段階薬効群中 N02AX(other opioid、国内流通中の主成分 tramadol)が総重複日数
65,764日で総重複日数基準上位薬効群に含まれている。依存性発現が低い薬物ではあるが、長
期間投与する場合、依存可能性を排除しにくいので薬物乱用可能性が存在して、依存性
の危険がある患者には短期間投与して愼重に観察するようにしている薬物にも最大90ま
で処方期間重複の事例があった。 

 

3) 全身用ステロイド(副腎皮質ホルモン)剤 

全身用ステロイド(副腎皮質ホルモン)は薬剤給与好適性評価項目の中の一つとして小
児及び青少年で容量関連成長遅れ、高齢者では長期投与と関連したオステオポローシス、
感染症惹起などの副作用が報告されており、とくに注意が必要である。1) 

全身用ステロイド剤関連 ATC 効能群 H02AB(glucocorticoids)は主に使われる疾患である炎症疾患
とじんま疹を主傷病にする処方で不使用可能性が高いことが分かり、重複処方せんが総 3,846件、総
重複日数は 28,172日であった。 

このような薬剤は患者が任意に処方を受けた容量より多い量を服薬するとか、家庭に保
管した者が治療用に使用または他の薬物と誤認して使う場合、深刻な問題を生む薬剤で、重複処方の
管理が重要である。 
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라.  不使用可能医薬品の費用 

2011年の1年間の10%の患者に発生した不使用可能医薬品の費用は約 25億7千万ウォンで、分析対象
患者の総処方薬品費の 0.3%にあたる規模である。全体の患者に換算した場合、およそ260億ウォンと
推定される。このうち、健康保険患者で発生する費用は全体の不使用可能医薬品費用の 84.3%であり、
医療給与患者は15.7%を占める。（訳者注：健康保険と医療給与の全レセプトの件数比は2010年の統計
では、94対6となっている。） 

医療給与患者の場合、総処方医薬品に占める薬品費比率が8.4%であるの比べ、不使用可能医薬品が
占める薬品費の比率は15.7%と２倍ほど大きく、医療給与患者の不使用可能医薬品の規模は相対的に大
きい。総重複日数数基準でATC 4段階薬効群の上位10種を含んだ不使用可能医薬品費用の合計は不使用
可能医薬品費用全体の78.8%を占め、重複日数と同じく一部医薬品の重複による費用が全重複医薬品費
用の大部分を占めることが確認された。 

各 ATC 薬効群別では、B01AC(platelet aggregation inhibitors excl.heparin)と、
A02BA(H2-receptor antagonists)の不使用可能医薬品費がそれぞれ8億5千万ウォン、3億 3千万ウォン
と高く、全ての不使用可能医薬品の薬品費の中で32.9%、12.9%を占めている。 

表5.不使用可能医薬品費用(単位：件、十万ウォン) 

区分 総処方医薬品 不使用可能医薬品 

処方件数 薬品費 処方件数 薬品費 

 

 

表6 不使用可能医薬品の薬効群別費用分布 
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薬効群 総処方医薬品 不使用可能医薬品 

処方件数 薬品費 総重複日数 処方件数 薬品費 
 

3.結論 

患者の治療が終了する前に類似治療のための処方による不使用可能医薬品の規模を正確に把握する
ことは難しい。本研究でも操作的に不使用可能医薬品を定義して、その規模を推定した。
請求資料を利用して不使用医薬品は正確には規定しにくいし、疾患別に同一効能群の水
準が相異しており、処方された医薬品の容量の適合性などは考慮できないなどの制限が
存在する。多くの限界はあるが、決して合理的ではない医薬品使用の現状の大略は把握できたこと
に意義があると考える。 

適合性定義を通じて把握した不使用可能医薬品は分析期間において処方された医薬品の中で 0.2%
の比重を持ち、10種の薬効群に不使用可能医薬品重複日数の 73%が含まれることから、不使用可能医
薬品は特定の薬効群で発生している実態が確認できた。とくにベンゾダイアゼピン類及び精神神経用
剤などは乱用時に弱い副作用を起こすことからも、不使用可能医薬品の厳密な管理の必要性を示して
いる。 

A03FA(propulsives)、A02BA(H2-receptor antagonists) など消化器官用薬剤などは不使用可能医薬
品の薬効群上位にあって、高血圧、糖尿などの主傷病を持っており、予防目的の処方に対する管理の
必要性を示している。また、不使用可能医薬品の上位効能群別処方せんの主傷病の大部分が慢性疾患
で、長期に処方されて服薬時に他の疾患や症状の変化などによる再処方によって不使用可能医薬品の
発生可能性が高くなることから、慢性疾患者に対する医薬品の安全使用教育を実施して適切な医薬品
使用認識を広げることも必要である。 

患者と医師が意図しなかった類似効能群の重複処方防止のために、現在すでに実施されている DUR '
同一成分重複点検'の '同一効能群間重複点検'を順次拡大して、誤乱用の憂慮がある精神神経用剤の
管理や多品目処方(polyp-harmacy)に対する管理を通じて合理的で効率的な医薬品使用への誘導が必
要である。 

 

1) Prednisolone など許可事項 
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